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令和8年新春賀詞交歓会
第25回千葉県廃棄物適正処理推進大会
年頭所感
一般社団法人日本環境保全協会
　　　　　　　　　　新春賀詞交歓会
千葉県知事御挨拶
千葉県議会議長御挨拶
浄化槽の日
日本環境保全協会関東地区協議会
一般廃棄物適正処理推進大会 in 奈良
浄化槽管理士研修
貯水槽清掃作業従事者研修
一般廃棄物処理業務における労務費の
　　　　適切な転嫁等に関する研修会
浄化槽法定検査に係る説明会
法定検査の手数料改定について
エコメッセ2025
トイレカー
新風会支部対抗ゴルフ
青年部会の活動
浄化槽マスターへの道　支部紹介
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開 催 日：令和８年1月15日（木）
開催場所：千葉県教育会館新館ホール
開 催 日：令和８年1月15日（木）
開催場所：千葉県教育会館新館ホール

保全センター会員　受賞者
千葉県環境生活部長感謝状
　・公益社団法人船橋市清美公社　　　　松本　茂希 様
千葉県環境衛生促進協議会会長感謝状
　・有限会社南房浄化槽サービス　　　　青木　　剛 様
　・株式会社市川環境エンジニアリング　磯部　先伸 様
　・共立興業株式会社　　　　　　　　　富澤　　隆 様
　・共立興業株式会社　　　　　　　　　深海　　学 様

　本大会は、循環型社会の構築に向けて、廃棄物の減量化・再資源化をより
一層推進し、県民から信頼される適正処理を確保するため、県民・事業者を
はじめ関係者が一堂に会し、廃棄物の処理に対する認識を一層深めることを
目的として開催されました。

令和8年1月29日(木)千葉市内のオークラ千葉ホテルで約120名が出席し、
令和8年賀詞交歓会を開催致しました。武田正光千葉県議会議長、井上容子千葉
県環境生活部長をはじめとして、多数のご来賓の皆様にご臨席賜りました。
 また、片山さつき財務大臣、小林鷹之自由民主党政務調査会長、石井準一参議
院幹事長など多数の方から祝電を頂き、成功裏に終えることができました。

伊藤　公一 理事長

熊谷　俊人 千葉県知事



　旧年中は、社会経済活動が本格的な回復を見せる一方で、物価高騰や慢性的な人
手不足など、私たちを取り巻く環境は依然として予断を許さない状況が続きました。
そうした中にあっても、環境保全センター会員企業の皆様におかれましては、地域
社会の衛生・安全、そして快適な生活環境を確保するため、創意工夫を凝らしなが
ら事業に邁進されましたこと、深く敬意を表します。
　私たちは、一般廃棄物処理や浄化槽の保守点検・清掃業務を通じて、地域のライ
フラインを守る「エッセンシャルワーカー」としての強い使命を帯びています。自
然災害や感染症のリスクが常在する現代において、いかなる時も決して業務を止め
てはならないという覚悟を持ち、日々の業務に従事しております。
　特に近年、頻発・激甚化する自然災害への備えは喫緊の課題です。本会では「災
害に強い地域づくり」に貢献すべく、組織的な活動体制の強化を図ってまいりまし
た。その一環として、千葉県より新たに「トイレカー（移動設置型トイレ）」の運
用・管理業務の委託を受けることとなりました。災害発生時、被災地における衛生
環境の悪化は、避難者の健康を脅かす重大な問題です。機動力のあるトイレカーを
適切に運用し、迅速に被災地へ派遣・展開することは、県民の皆様の命と尊厳を守
る活動に直結します。我々はこの新たな役割を重く受け止め、平時より万全の準備
を整えていく所存です。
　一方で、こうした使命を全うするためには、現場を支える人材と経営基盤の安定
が不可欠です。国から発出されている「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関
する指針」等の趣旨に基づき、資機材価格やエネルギーコストの高騰、そして労働
環境の改善に見合った適正な価格転嫁が進むよう、引き続き千葉県および各自治体
への働きかけを強化してまいります。地域のライフラインを維持不能にさせないた
めにも、行政と業界が車の両輪となって進む必要があります。
　また、改正浄化槽法に基づく浄化槽台帳の整備につきましても、未だ道半ばの状
況が見受けられます。災害発生時の迅速な復旧・復興において、正確なデータは命
綱となります。現場を知る我々だからこそ提供できる「生きた情報」を行政と共有
し、官民連携をさらに密にすることで、千葉県の水環境保全と災害に強いまちづく
りに寄与してまいります。
　結びに、本会は社会情勢の変化を恐れず、エッセンシャルワーカーとしての誇り
を胸に、持続可能な地域社会の実現に向けて変革と挑戦を続けてまいります。本年
が皆様にとりまして、実り多く、希望に満ちた一年となりますよう心よりご祈念申
し上げます。

一般社団法人日本環境保全協会
山条　忠文 会長

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

伊藤公一

一般社団法人
千葉県環境保全センター

理事長

一般社団法人日本環境保全協会　新春賀詞交歓会

と　き　令和 8年1月20日（火）
場　所　KKRホテル東京

保全センター参加者
　伊藤　公一　理事長
　実川　正道　副理事長
　石井　　栄　相談役
　小野　武三　専務理事

　山東昭子前参議院議長をはじめとする環境保全連盟の先生の皆様、環境省
環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長杉本留三様及び浄化槽推進室
長竹谷理志様はじめ、環境省幹部皆様、全国各地より多数の会員の皆様が参
加し開催されました。環境保全議員連盟役員会も開催され、井上信二氏（衆
議院議員：東京25区）が新会長に選出されました。



　謹んで新年の御挨拶を申し上げます。
　一般社団法人千葉県環境保全センターの皆様には、令和８年の新春を健やかにお迎
えのことと、心からお慶び申し上げます。
　貴センターにおかれましては、日頃から、県民の生活環境の向上のため、浄化槽の
普及や保守点検、清掃事業、一般廃棄物収集運搬など生活排水及び廃棄物の適正処理
を通じ、本県の環境保全に多大なる御貢献をいただいているところであり、厚く御礼
申し上げます。
　四方を海と川に囲まれ、印旛沼や手賀沼を有するなど、水と緑の豊かな自然環境に
恵まれた本県では、この貴重な財産を守り、次の世代に引き継いでいくために、環境
保全、とりわけ水環境の保全が、重要な課題の一つです。
　下水道などが未整備の地域については、未だ単独処理浄化槽やくみ取り槽が利用さ
れ、生活雑排水が未処理となっている状況がみられることから、合併処理浄化槽への
転換に加え、高度処理型合併浄化槽のさらなる普及を推進しているところです。
こうした中、本県に約45万基ある浄化槽の大半の保守点検を担い、河川や湖沼、海域
などの公共用水域の水質汚濁防止に大きく貢献されている皆様に対する県民の信頼と
期待は、一層大きくなっています。
　県議会といたしましても、安全に安心して暮らせる千葉県づくりと環境保全に、全
力で取り組んでまいりますので、皆様におかれましても、変わらぬ御支援を賜ります
ようお願い申し上げます。
　結びに、千葉県環境保全センターの今後ますますの御発展と、会員の皆様の御健勝、
御活躍を祈念申し上げまして、年頭の御挨拶といたします。

　謹んで新年の御挨拶を申し上げます。
　一般社団法人千葉県環境保全センターの皆様には、日頃から、浄化槽の保守点検や
清掃、一般廃棄物の収集運搬等を通じて県内の生活環境の保全に御尽力いただき、厚
く御礼申し上げます。
　県では昨年10月、県政において重点的に取り組む政策・施策を取りまとめた「千葉
県総合計画　～千葉の未来をともに創る～」を策定いたしました。本計画では、将来
を見据えて取り組むべき課題の1つとして、「独自の自然・文化を生かした魅力の発
信と千葉に向かう人の流れの創出」を掲げています。その実現のためには、本県が有
する豊かな自然環境の保全・継承等に継続して取り組んでいくことが必要です。
　本県は水環境に恵まれており、この豊かな水環境を次世代に継承していくためには、
水質汚濁の原因となる生活排水の適正処理が不可欠です。このため、県では、生活雑
排水を処理できない単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への転換を促進するととも
に、設置された浄化槽の適正な維持管理の普及啓発などに取り組んでいます。
　また、一般廃棄物の収集運搬等に従事する方の労働環境の整備も必要です。県では、
一般廃棄物処理業務委託の労務費等については経済の実態を反映した水準であること
が適切と認識しており、今後も市町村等に対し、適正な委託費での契約等を促してま
いります。
　その他、県では災害に備え、貴センターや関係団体等との連携強化に努めています。
昨年、貴センターとの災害協定を改定し、し尿等に加え災害廃棄物の収集運搬につい
ても御協力いただけることになりました。引き続き、よろしくお願いいたします。
　県が推進するこのような取組におきまして、皆様の果たされる役割は極めて大きな
ものです。今後とも、御支援・御協力をいただきますようお願いいたします。
　結びに、一般社団法人千葉県環境保全センターのますますの御発展と、会員の皆様
の御活躍をお祈り申し上げまして、新年のあいさつといたします。

熊谷俊人
千葉県知事

武田正光
千葉県議会議長

新年のごあいさつ

年頭のごあいさつ



「浄化槽の日」　第39回 全国浄化槽大会

と　き 令和 7年 10月１日（水）
場　所 ホテルグランドヒル市ヶ谷

標　語　最優秀作品賞 「浄化槽未来へつなぐ水環境」

記念講演
　「災害時のトイレ問題と対策
　　　　～能登半島地震の教訓を備えにいかす～」
　　特定非営利活動法人日本トイレ研究所　代表理事　加藤　　篤 氏

一般社団法人千葉県環境保全センター　受賞者
　『環境大臣表彰』
　　有限会社中央商事　代表取締役
　　一般社団法人千葉県環境保全センター　理事長　　伊藤　公一 氏

　『環境省環境再生・資源循環局長表彰』
　　大金興業株式会社　相談役取締役
　　公益社団法人千葉県浄化槽検査センター　理事長
　　一般社団法人千葉県環境保全センター　専務理事　大野　光政 氏

と　き 令和 7年 10月 30日（木）
場　所 ホテル日航成田
参加者　日本環境保全協議会関東地区協議会会員 36名
　　　　保全センター会員 15 名

講　演
　「成田空港と地域の一体的発展について」
　　成田国際空港会社株式会社　取締役　　江邨　孝夫 氏

日本環境保全協会関東地区協議会会員団体
　一般社団法人東京環境保全協会
　三多摩清掃事業協同組合
　栃木県環境保全協会
　埼玉県一般廃棄物連合会
　神奈川県環境整備事業協同組合
　一般社団法人群馬県環境保全協会
　一般社団法人茨城県環境保全協会
　一般社団法人千葉県環境保全センター

日本環境保全協会関東地区協議会秋季研修会

右　受賞者　伊藤　公一 氏
左　一般社団法人全国浄化槽団体連合会

上田　勝朗 会長

受賞者　大野　光政 氏

日本環境保全協会関東地区協議会会員

　一般社団法人日本環境保全協会とは昭和45年6月清掃業者の健全な
発展と衛生の確保を図るため日本清掃協会として設立し、全日本清掃
協会を経て昭和46年11月に廃棄物処理法の制定に合わせて日本環境保
全協会に改組、平成26年4月に一般社団法人へ移行、現在64年を超え
る歴史と実績を兼ね備えた一般廃棄物処理業者の団体です。
　関東地区協議会は日本環境保全協会の会員のうち1都6県の8団体を
もって組織され、情報交換等を通じて業界の資質向上を目的とし、
地域社会の生活環境の保全に寄与するために活動しています。
　幹事県は2年ごとで千葉県は令和6年、令和7年の2年間となります。



広 告

令和7年度 一般廃棄物適正処理推進大会 in 奈良

と　き 令和 7年 11月 13日（木）
場　所 奈良県奈良市 ホテル日航奈良
保全センター参加者
　　　　伊藤　公一 理事長
　　　　実川　正道 副理事長
　　　　石井　　栄 相談役
　　　　小野　武三 専務理事

特別講演
　「廃棄物処理・リサイクル行政の動向」
　　～適正処理の環境整備と
　　　　　循環経済移行に向けた最新の取組について～
　　　講師：環境省環境再生資源循環局 
　　　　　　　　廃棄物適正処理推進課長 杉本 留三 氏

一般社団法人日本環境保全協会
山条　忠文 会長挨拶 受賞者　登壇

次回は高知県高知市の開催です
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広 告

開催日⑻：令和8年2月18日(水)
場　　所：市川市衛生管理センター
受 講 者：一般）38名　独自）2名

開催日⑴：令和7年6月11日(水)
場　　所：千葉市生涯学習センター
受 講 者：一般）16名

開催日⑵：令和7年7月18日(金)
場　　所：成田市国際文化会館
受 講 者：一般）50名　独自）3名

開催日⑶：令和7年8月26日(火)
場　　所：一般社団法人千葉県浄化槽協会
受 講 者：一般）46名　独自）2名　採水員）1名

開催日⑷：令和7年9月26日(金)
場　　所：木更津商工会議所
受 講 者：一般）44名　独自）4名　採水員）1名

開催日⑸：令和7年10月22日(水)
場　　所：鎌ケ谷市総合福祉保健センター
受 講 者：一般）33名　独自）12名　採水員）2名

開催日⑹：令和7年11月5日(水)
場　　所：長沼原勤労市民プラザ
受 講 者：一般）48名

開催日⑺：令和7年11月26日(水)
場　　所：東金商工会議所
受 講 者：一般）44名　独自）2名

浄化槽管理士研修

令和7年度　合計8回開催（受講者341名） 



広 告

貯水槽清掃作業従事者研修

一般廃棄物処理業務における労務費の
　　　　　　適切な転嫁等に関する研修会

と　き 令和 7年 11月 13日（木）　9時 45分～ 17時 45分
場　所 千葉市生涯学習センター
受講者 123 名

と　き 令和 7年 12月 5日（金）　15時～ 16時
場　所 オークラ千葉ホテル（3F：エリーゼ）
講　師　シグマ麹町法律事務所　伊藤　慎也 弁護士
受講者 市町村・一部事務組合 24名、保全センター会員 35名

　本研修会は千葉県水道管工事協同組合主催で開催されました。研修の
対象事業所は、建築物飲料水貯水槽清掃業の登録事業所です。「建築物
における衛生的環境の確保に関する法律」（建築物飲料水貯水槽清掃業
登録基準）により、同清掃作業の従事者に、事業所または厚生労働大臣
の研修登録機関が行う研修を年１回以上受講させることとされてます。
また、新たに登録を行う事業所も同様に、予め従事者に研修を受講させ
ることとなっております。

環境省は令和6年9月30日の通知文において、一般廃棄物処理業務の
許可を受けた者の収集及び運搬並びに処分の料金について、労務費や
原材料費、エネルギーコスト等の値上がり分が適切に転嫁されるなど
価格交渉が適切に行われるよう自治体の対応について指針を示したもの
で、千葉県知事あてに発出されておりますが、この通知を受けて県から
は各市町村あてに通知が送付されております。
　この通知文について市町村の皆様と一緒に研修会をさせて頂きました。



浄化槽法定検査に係る説明会

法定検査の手数料改定について
　浄化槽保守点検業に携わる皆様におかれましては、日頃から法定検査受験率向上への御協力を賜り厚くお礼申
し上げます。令和8年4月1日より浄化槽法第7条第1項及び第11条第1項の規定による水質に関する検査（以下
「法定検査」という。）の手数料の変更があります。

　令和8年1月21日（水）、法定検査手数料の改正に伴う取扱い等についての説明会を千葉県知事指定検査機関
（千葉県浄化槽検査センター、千葉県環境財団）より開催されました。

手数料の変更については以下の通りです。 

１．法定検査手数料の改定（令和8年4月1日検査分より）

・昨今の物価高騰等を踏まえ、法定検査手数料が改定されます。

・単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の料金が統一されます。

　※原則、4月1日以降の検査日に新料金が適用されますが、令和7年度中の前納分など一部例外措置があります。

２．11条BOD検査の実務変更について

・採水手数料の増額：令和8年度より採水手数料が1,705円（税込）から2,200円（税込）に改定される予定です。

・記録票の簡素化：採水と同日に実施した「保守点検記録票」を添付する場合、BOD記録票の一部記入が不要に

なります。

・再委託の柔軟化：実績報告書への記載により、指定検査機関の承諾手続きなしで再委託が可能になります。

３．一括契約制度要綱の改正

・様式の変更：令和7年10月より一括契約書の様式が変更されています。

・支払い方法の選択：管理者が手数料の支払い方法（一括払い／検査機関からの請求）を選択できるよう契約書が

改定されました。

変更前（令和８年３月31日まで）変更後（令和８年４月１日から）
定期検査（法第11条検査）設置後の検査

（法第７条検査）
合併処理浄化槽

定期検査
（法第11条検査）

設置後の検査
（法第７条検査）人槽

合併処理浄化槽単独処理浄化槽

5,000円5,000円10,000円6,000円11,000円10人槽以下

10,000円8,000円14,000円10,500円14,500円11～20人槽

11,000円9,000円15,000円11,500円15,500円21～50人槽

14,000円12,000円18,000円14,500円18,500円51～100人槽

16,000円14,000円20,000円16,500円20,500円101～300人槽

18,000円16,000円22,000円18,500円22,500円301～500人槽

22,000円20,000円26,000円22,500円26,500円501人槽以上

※ 検査手数料は、２つの指定検査機関で同一（非課税）となります。
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第30回 エコメッセちば2025

千葉県導入「トイレカー」の概要と
　　　　　保全センターの関わりについて

と　き 令和 7年 10月 19日（日）
場　所 幕張メッセ 国際展示場
主催者　エコメッセちば実行委員会
来場者 7,500 名

「エコメッセちば2025」に、（公社）千葉県浄化槽検査
センターと共同出展いたしました。30周年の記念開催となった
今回は、「きれいな水を未来につなぐ浄化槽のひみつ」をコン
セプトに、クイズやアンケートを通じて浄化槽の重要性をPRし
ました。
マスコットキャラクター「ちーじょ」と共に、次世代を担う
子供たちや保護者の皆様へ、水環境保全の大切さを直接お伝え
することができました。

12月25日、千葉県が整備を進めていた災害派遣用トイレカーが納車されました。
今回導入された車両は、小回りの利く軽トラックをベースとしながらも、水洗式の洋式便座や手洗い

設備、ソーラー発電システムを備えた高規格な仕様となっています。ラインナップには、洋式トイレを2室
備えたタイプと、車いすでの利用も可能なバリアフリー対応タイプの2種類があり、平時のイベント活用
から災害時の避難所支援まで幅広い活躍が期待されています。

本車両の運用体制については現在県において詳細な検討が進められていますが、保全センターとしても、
これまでの災害協定や専門的知見を活かし、使用後のし尿処理・清掃業務等の一部を請け負う方向で調整
を行っています。
会員の皆様におかれましては、地域の環境保全と公衆衛生の担い手として、本車両の運用・維持管理に

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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新風会　支部対抗ゴルフコンペ

青年部会　「職場を変える！5Sの基本と実践」研修会
および忘年会を開催

と　き 令和 7年 11月 21日（金）
場　所 久能カントリー倶楽部
参加者　39名
ペア優勝　秋山　和人　　八十岡　由博

◆研修会
と　き 令和 7年 12月 13日（土）
場　所 ホテルポートプラザちば
受講者　20 名
講　師　株式会社GFC　上村　正和 様

◆忘年会
と　き 令和 7年 12月 13日（土）
場　所 ホテルポートプラザちば
受講者　25 名（来賓含む）
ご来賓　（一社）千葉県環境保全センター
　　　　　　　 伊藤　公一 理事長
　　　　　　　 小野　武三 専務理事　

【柏・野田支部が圧倒的な強さで 2連覇！】
　直近の大会（袖ヶ浦カンツリー新袖コース）では、各支部から多く
の精鋭が集結しました。激戦の結果、「柏・野田支部」2連覇を達成
されました。また、準優勝には「葛南支部」、3位には「印旛郡市支
部」が入賞し、各地域での団結力の強さを見せつけました。

【新規会員のご紹介】
　この度、新風会に2名の新しい仲間が加わりました。
　　・遠山　三喜雄　　　・久間　孝之

【新規会員募集中！】
　新風会は腕前に関わらず、初心者からベテランまで楽しめる会です。新風会の公式
LINEも開設しております。最新情報や活動内容をご覧いただき、少しでも興味を持って
いただければ幸いです。ぜひ私たちと一緒に、コースで爽やかな汗を流しましょう。

【青年部会 新規会員募集中！】
　青年部会は、同世代の仲間と交流を深める場で
す。研修会から親睦会まで幅広く活動中！公式
LINEでは活動風景などを配信しています。「どんな雰囲気？」と気になった方は、まず
は登録して様子をのぞいてみてください。共に業界を盛り上げましょう！

　（株）GFCの上村正和氏を招き「5S研修」を開催しました。事前に
会員から募った自社の「作業車」や「事務所」の写真を教材として使用
し、現場改善や安全管理に直結する整理整頓の手法を実践的に学びまし
た。終了後は忘年会を行い、会員相互の親睦を深めました。
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保全センターからのお知らせ

　私たち中央支部では支部会員相互の交流を促進し、結束力強化と互
いの発展を目的として年間行事を計画しております。また近年では支
部会員様のご協力を得て「被災地から学ぶ視察研修会」や、「我々の
業界を支えてくれる企業見学」を実施しています。
【年間の取り組みについて】
・期初に中央支部総会において「前年度活動報告」と「今年度計画」を決議して運営をしております。
・レクリエーションとしては、新年会や支部ゴルフコンペなども開催しております。
・視察研修旅行を企画/実行しております。

【近年の視察研修の実績】
・令和6年度　高知県：兼松エンジニアリング株式会社見学　※汚泥吸引作業車、他
・令和7年度　石川県：能登半島地震　復興視察研修会

浄化槽マスターへの道

支部紹介【中央支部】

　今回は浄化槽法第48条の保守点検登録制度についてお
話いたします。法第48条　都道府県（略）は、条例で、
浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事
の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはな
らないとする制度を設けることができる。と記載があり
ます。
　法律で全国一律に登録制度をするのではなく、地域に
合わせて制度にして下さいと言うことになっています。
　厚生省生活衛生局水道環境部長から各都道府県知事宛
に条例の基になる準則を作成して発出し、地域に合わせ
て条例及び規則を求めました。これは行政上のテクニックですね。
　第2項は必要事項の内容ですのでここでは省略します。
第3項　第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者は、浄化槽管理士の資格を有する者を浄化槽の
保守点検の業務に従事させなければならない。

　ここの条文は平成18年に改正された内容です。
　保守点検の業務に従事させるとは、浄化槽管理士に保守点検を行わせるか又は実地に監督させること、あるい
はその資格を有する浄化槽保守点検業者自ら行うか又は実地に監督することをいうこと ⇒ 保守点検業を行う場
合は有資格者が行って下さいという内容です。この条文は登録条例の中でも出てきます。

広 告

広 告

中央支部の皆様
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一般社団法人千葉県環境保全センター指定水質検査所

株式会社 飯 塚

業　務　内　容
水質検査全般　　飲料水検査　　大気測定　　騒音・振音・臭気測定　　空気環境測定全般
廃棄物検査（土壌・底質含む）　ゴルフ場等農薬試験

皆様のお役に立ちたいと考えております。詳しくはホームページを御覧下さい。

千葉県松戸市東松戸４－16－２

TEL　047－391－1156
FAX　047－391－0110
E-mail　info@iizuka.ne.jp http://www.iizuka-vip.com
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